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市 川 市 立 南 新 浜 小 学 校 ＰＴＡ会 則

第１章 総 則

第１条 本会は市川市立南新浜小学校ＰＴＡと称し、事務所を同校内（市川市新浜 1-26-1）におく。

第２条 本会は父母またはこれに代わる保護者（以下保護者とよぶ）と教職員が協力し、学校教育の振興をは

かるとともに、児童の福祉の増進と地域の教育環境の向上を目的とする。かるとともに、児童の福祉の増進と地域の教育環境の向上を目的とする。

第３条 本会は児童の教育を本旨とする非営利的、非政治的、非宗教的な民主的団体として活動する。

第４条 本会は学級活動を基盤とし、第２条の目的を達成するために必要な各種の事業を行う。

第５条 本会の会員は南新浜小学校に在籍する児童の保護者と教職員とする。

第２章  役 員

第６条 本会には次の役員をおく。

（１）名誉会長（学校長） （２）会長 １名

（３）副会長 ３名（内１名・教頭） （４）書記 ２名

（５）会計３名（内１名・教職員） （６）庶務 ２名（５）会計３名（内１名・教職員） （６）庶務 ２名

（７）会計監査 ３名（内１名・教職員） （８）広報 ２名

     ※ただし、副会長・庶務・会計については、状況に応じて若干名の増員も可とする。

第７条 役員の任務は次のとおりとする。

（１）名誉会長は会員相互の連絡と関係諸団体の協調をはかる。

（２）会長は本会を代表し会務を統轄する。

（３）副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその任務を代行する。

（４）書記は本会の運営を記録し会員への連絡にあたる。

（５）会計は総会で決定した予算にもとづいて、一切の経理を処理する。

（６）庶務は本会の運営に関わる諸方面の用務を担う。

（７）会計監査は予算の執行を監査するものとし、本部役員を経験した者より任命する。（但し、会員の

限りではない）限りではない）

（８）広報は広報に関する活動を行う。

（９）学校長はあらゆる会に出席し、意見を述べることができる。

第８条 役員は、重要事項を審議し、必要な会務運営の意見を総合的に調整し理事会に提案する。

第９条 役員の任期は原則２か年とし毎年定期総会において任命する。ただし再任は妨げない。補充によって選

任された役員の任期は前任者の残任期間とする。

第３章  機 関

第１０条 本会は次の機関をおく。

（１）総会 （２）学級会 （３）学年委員会（１）総会 （２）学級会 （３）学年委員会

（４）専門委員会 （５）理事会 （６）役員選考委員会

第１１条 １ 総会は全会員で構成され本会の最高の議決機関である。

２ 毎年１回、特別の事情がない限り４月中に会長が定期総会を召集する。また理事会が必要と認め

た場合、または会員の５分の１以上の要求があった場合には、会長は臨時総会を召集しなければな

らない。

３ 総会に付議または報告すべき事項は、次のとおり。

（１）事業報告 （２）予算・決算の承認 （３）役員の承認

（４）会則の変更 （５）その他の重要事項
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    ４ 総会は全会員の過半数（委任状を含む）の出席によって成立する。

第１２条 １ 学級会はその学級の全会員の緊密な協力のもとに活動する。

２ 学級会は会員の中から選出されたクラス委員２名と専門委員５名により活動を行う｡

３ クラス委員は学級会の活動を推進すると共に、学年委員会との連絡調整に努める。また、学級の

集金・会計に関する事務を行う。

第１３条 １ 学年委員会はその学年のクラス委員および担任教職員によって構成され、学年として必要な本会  

の活動を企画運営する。

２ 学年委員会はクラス委員の中から学年代表１名を選出します。学年代表は必要に応じて学年委

員会を召集する。員会を召集する。

３ 学年委員会の任務は次のとおりとする。

（１）年内の行事の企画と運営 （２）学級会の行事の連絡調整

（３）理事会に提案する議案の作成 （４）理事会から委任された事業の運営

第１４条 １ 専門委員会は次のとおりとする。

（１）厚生委員会 （２）防犯委員会 （３）すずがも実行委員会

（４）すずがもサポート委員会 （５）運動会サポート委員会

   ２ 各専門委員会は各学級で選出された委員により構成する。

３ 各専門委員会は委員長１名を選出し、その他の役職については、各専門委員会にゆだねる。

４ 各専門委員会は次の活動を受けもつ。

（１）厚生委員会 保健衛生、学校給食の向上に関する活動（１）厚生委員会 保健衛生、学校給食の向上に関する活動

テトラパック回収・発送

ウェブベルマーク助成に関する活動

（２）防犯委員会 校外における児童の健全育成に関する活動

校区内における児童の安全対策に関する活動

（３）すずがも実行委員会 すずがも祭でのブース企画・運営

（４）すずがもサポート委員会 すずがも祭前日の準備

すずがも祭当日の駐輪場整理、ブースの運営補助

（５）運動会サポート委員会 運動会前日の準備

駐輪場管理

運動会で使用した箇所の清掃

第１５条 １ 理事会は役員・学年代表・各専門委員会委員長・名誉会長（学校長）・教頭によって構成され、

本会則および総会の決議にもとづいて、本会の会務を企画運営する。

２ 理事会は会長が必要に応じて召集する。ただし、理事の４分の１以上の要求があった場合、会長は

理事会を召集しなければならない。

３ 理事会に付議または報告する事項は次のとおりとする。

（１）総会の運営 （２）会務執行のために必要な細則

（３）予算案の編成および決算書の作成 （４）総会決定事項の執行

（５）各委員会提出議案の審議調整 （６）その他特に必要な事項

４ 会長が特に必要と認めた場合は、第１項の規定にかかわらず、構成員以外の人の出席を求め、意

見を聞くことができる。

５ 委員・役員の選出については、１世帯につき１名とする。５ 委員・役員の選出については、１世帯につき１名とする。

第１６条 １ 役員選考委員会は、理事代表・各学年代表・教職員代表によって構成され、役員の選考にあた

る。

２ 役員の選考にあたっては、会員の推薦した候補者の中から適任者を選考し定期総会もしくは、臨

時理事会にて報告して承認を受ける。

３ 会員から推薦された候補者がいないときおよび補欠の役員については、役員選考委員会において

推薦し選考する。

４ ただし、役員選考委員会を立ち上げるのが困難な場合、理事会が代理で適任者を選考することが

できる。
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第１７条 すべての機関における議事は、出席者の過半数の同意によって決定する。

第４章  会 計

第１８条 本会の経費は会費その他をもってこれにあてる。

第１９条 本会の会費は１世帯につき１か月３００円とし、原則として年１回、１年分を徴収する。ただし特別の事

情のある会員については、理事会の承認によって会費を一部返金する。

第２０条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月末日に終わる。第２０条 本会の会計年度は毎年４月１日に始まり、翌年３月末日に終わる。

第５章  会 則

第２１条 本会の会計細則および慶弔規定・表彰規定は別に理事会において定める。

第２２条 この会則は総会において出席者の３分の２以上の賛成によって改正することができる。

第６章 補足事項

第２３条 本会は、南新浜小学校家庭教育学級において組織としての活動休止中にその事業を代行すること

とし、その事務局及び会計の業務を役員が代行する。

会計細則（ＰＴＡ会則 第２１条）

第１条 本会の金銭出納は本細則に従いＰＴＡ会計が行う。

第２条 本会の会計は、一般会計、周年積立金会計、すずがも祭会計とする。資源回収による収入金は特別

会計に、それ以外の収入は一般会計に計上し、周年記念事業の準備金を周年積立金会計とする。

第３条 クラス委員２名が各学級の会計係となる。会計係は学級の会費を年１回一括して徴収し、ＰＴＡ会計に

納金する。

第４条 会費以外の収入金は会長を通じてＰＴＡ会計に渡す。ＰＴＡ会計は受領と同時に現金出納帳に記載し

雑収入として処理する。

第５条 予算額にもとづいた支出および日常会務に要する１件３万円未満の現金の支出は、ＰＴＡ会計の責任

ですることができる。ただし、後日、会長への報告を必要とする。１件３万円以上の支出を行おうとする時お

よび予算額を超過した時は、理事会の承認を得なければならない。

第６条 ＰＴＡ会計は会計監査役員により毎学期末の収入および支出の概要を報告しなければならない。

第６条 ＰＴＡ会計は会計業務を行うため一般会計には次の(１)～(４)、周年積立金会計には(１)～(３)を常時

整備しておかなければならない。

(1)現金出納帳 (2)預金帳

(3)支払申請書（請求書・領収書等を添付） (4)総勘定元帳（項目別支出帳）

慶弔規定（ＰＴＡ会則 第２１条）

１ この慶弔規定はＰＴＡ会則第２1条にもとづき定める。

２ 会員および団体に対する慶弔金はつぎのとおりとする。

(1) 職員の転・退任 勤続年数       一律 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・３，０００円

(2) 会員および児童の死亡 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・５，０００円
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(3) 児童の１５日以上の病気・怪我による入院および欠席（慢性疾患を除く）・・・・・・３，０００円

その他必要と認めた場合には理事会で協議の上、慶弔および見舞いを行うことができる。

表彰規定（ＰＴＡ会則 第２１条）

１ この表彰規定は、ＰＴＡ会則第２１条にもとづき定める。

２ 会員に対する表彰は、次のとおりとする。

(1) 卒業年度をもって通算２年以上の役員経験をした会員。

(2) その他必要と認める場合は、理事会で協議の上、表彰することができる。(2) その他必要と認める場合は、理事会で協議の上、表彰することができる。

付 則

   １ この会則は平成 5 年 4 月から施行する。

   ２ この会則は平成 22 年 4 月から改正し施行する。

３ この会則は平成 23 年 4 月から改正し施行する。

４ この会則は平成 25 年 4 月から改正し施行する。

５ この会則は平成 30 年 4 月から改正し施行する。

６ この会則は令和 2 年 4 月から改正し施行する。

７ この会則は令和 3 年 4 月から改正し施行する。


